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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】令和2年2月6日(2020.2.6)

【公開番号】特開2018-143974(P2018-143974A)
【公開日】平成30年9月20日(2018.9.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-036
【出願番号】特願2017-42738(P2017-42738)
【国際特許分類】
   Ｂ０１Ｊ  35/04     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  39/20     (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/022    (2006.01)
   Ｆ０１Ｎ   3/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ０１Ｊ   35/04     ３０１Ｆ
   Ｂ０１Ｊ   35/04     ＺＡＢ　
   Ｂ０１Ｄ   39/20     　　　Ｄ
   Ｂ０１Ｊ   35/04     ３０１Ｅ
   Ｆ０１Ｎ    3/022    　　　Ｂ
   Ｆ０１Ｎ    3/28     ３０１Ｐ

【手続補正書】
【提出日】令和1年12月19日(2019.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　更に、従来、ハニカム構造体の外周部分における隔壁の厚さが、当該外周部分よりも内
側の中央部分における隔壁の厚さより、相対的に厚くなるように構成されたハニカム構造
体が提案されている。このようなハニカム構造体に対して、上述した外周コート層を備え
た構成を適用しようとすると、外周研削において、ハニカム構造体の中心出しが難しく、
外周部分及び中央部分の形状を、狙い通りの形状とすることが困難になるという問題もあ
った。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　外周部１６における隔壁１ｂの平均厚さＴＢ［μｍ］を求める際の測定箇所（測定点）
は、以下の１２点とする。まず、ハニカム構造体１００の最外周から、不完全なセル２を
除いた１セル目における１つの隔壁１ｂを、１番目の測定点とする。次に、この１番目の
測定点から、径方向に向かう仮想線を引き、当該仮想線上において、外周部１６と中央部
１５の境界に最も近い位置に存在する外周部１６の隔壁１ｂを、２番目の測定点とする。
そして、１番目の測定点と２番目の測定点とを直線で結んだ仮想線において、その中点に
最も近い位置に存在する隔壁１ｂを、３番目の測定点とする。次に、１番目の測定点から
時計回りに９０°移動した点に最も近い位置に存在する隔壁１ｂを、４番目の測定点とす
る。次に、１番目の測定点と同様にして、４番目の測定点から、径方向に向かう仮想線を
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引き、当該仮想線上において、外周部１６と中央部１５の境界に最も近い位置に存在する
外周部１６の隔壁１ｂを、５番目の測定点とする。そして、４番目の測定点と５番目の測
定点とを直線で結んだ仮想線において、その中点に最も近い位置に存在する隔壁１ｂを、
６番目の測定点とする。以下、４番目の測定点から時計回りに９０°（１番目の測定点か
ら時計回りに１８０°）移動した点と、当該点から更に時計回りに９０°（１番目の測定
点から時計回りに２７０°）移動した点とについても、それぞれ３点ずつの測定点を決定
する。このようにして、計１２点の測定点を決定する。このようにして決定した１２点の
測定点で測定した隔壁１ｂの厚さの平均値が、「外周部１６における隔壁１ｂの平均厚さ
ＴＢ［μｍ］」となる。なお、外周部１６は、ハニカム構造体１００の断面において、中
央部１５の隔壁１ａの厚さに対して、その隔壁１ｂの厚さが２．５μｍ以上厚く、且つ、
このような厚さの隔壁１ｂが、最外周の隔壁１ｂまで連続している領域とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　第一外周壁と第二外周壁の合計の最大厚さＸ１及び最小厚さＸ２は、測定対象のハニカ
ム構造体の下記に示す３つの断面において、第一外周壁と第二外周壁の合計の厚さを各８
点ずつ測定し、測定した２４点の厚さのうちの最大値及び最小値より求めた。各厚さを測
定する断面としては、ハニカム構造体の流入端面側、ハニカム構造体の流出端面側、及び
ハニカム構造体のセルの延びる方向の中央の、３つの断面とした。ハニカム構造体の流入
端面側の断面は、ハニカム構造体の流入端面から、セルの延びる方向の長さの５％以内の
任意の断面とした。ハニカム構造体の流出端面側の断面は、ハニカム構造体の流出端面か
ら、セルの延びる方向の長さの５％以内の任意の断面とした。ハニカム構造体のセルの延
びる方向の中央の断面は、ハニカム構造体のセルの延びる方向の中央の±５％以内の任意
の断面とした。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
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【表１】

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００８３】
【表３】

【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
【表５】
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